
事 務 連 絡 

令和６年 10月 15日 

各      

こども家庭庁成育局保育政策課 

就労証明書の標準的な様式について（周知） 

 子ども・子育て支援新制度の推進につきましては、平素から格段の御配意を賜り厚く

御礼申し上げます。 

 就労証明書の標準的な様式については、「就労証明書の標準的な様式について（周知）」

（令和６年７月 19日事務連絡）において、令和７年度の利用調整事務より使用いただく

就労証明書の標準的な様式をお示しするとともに、令和６年 10 月頃に標準的な様式の

原則使用についての法令上の措置を行う方針をお示ししたところです。 

 これを受け、「子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令」（令和６年

内閣府令第 84号）が別添１のとおり９月 30日に公布され、同日施行されたところです。

改正後の「子ども・子育て支援法施行規則」（平成 26年内閣府令第 44号）様式第一号に

おいて定める就労証明書の様式は別添２のとおりですので、各都道府県等におかれまし

ては、本事務連絡の内容を十分御了知の上、域内の市町村、保育所等に対して、遺漏な

く周知いただくようお願いします。 

なお、本事務連絡は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 245条の４第１項の規定

に基づく技術的助言であることを申し添えます。 

以上 

（本件についての問合せ先） 

こども家庭庁成育局保育政策課企画法令第一係 

電 話：03-6858-0058 

都道府県 

指定都市 

中 核 市 

 御中 保育所・認定こども園等主管部（局） 
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